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１【提出理由】

2023年６月28日開催の当行「第101回定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年６月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式　　　　　　　１株につき金　  ５円　総額　296,638,660円

当行第二種優先株式　　　　１株につき金　 104円　総額　312,000,000円

当行第２回第六種優先株式　１株につき金　 300円　総額　 90,300,000円

当行第１回第七種優先株式　１株につき金　 900円　総額　587,700,000円

当行第２回第七種優先株式　１株につき金 9,000円　総額　 42,588,000円

ロ．剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年６月29日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、青柳俊一、梅田仁司、松丸隆一、神田泰光、白井克己、戸谷久子、山田英司および杉

浦哲郎を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、豊島達哉を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、米倉偉之を選任する。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果および
賛成割合（％）

第１号議案

剰余金の配当の件
429,958 3,073 0 （注）１ 可決　95

第２号議案

取締役８名選任の件

（注）２

青柳俊一 378,348 54,692 0 可決　83

梅田仁司 380,658 52,382 0 可決　84

松丸隆一 414,899 18,141 0 可決　91

神田泰光 421,879 11,161 0 可決　93

白井克己 421,893 11,147 0 可決　93

戸谷久子 421,265 11,775 0 可決　93

山田英司 415,053 17,987 0 可決　91

杉浦哲郎 420,842 12,198 0 可決　93

第３号議案

監査役１名選任の件 （注）２

豊島達哉 400,880 32,151 0 可決　88

第４号議案

補欠監査役１名選任の件 （注）２

米倉偉之 430,976 2,064 0 可決　95

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

- 2 -


